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●
は
じ
め
に

二
○
○
三
年
に
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
で
成
立
し
た
キ

ル
チ
ネ
ル
政
権
は
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
中
で
は

い
わ
ゆ
る
「
左
派
政
権
」
の
一
つ
と
み
ら
れ
て
い

る
。
キ
ル
チ
ネ
ル
大
統
領
自
身
、
選
挙
戦
を
通
じ

て
反
ネ
オ
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
言
説
を
行
い
、
ま

た
実
際
の
政
策
も
経
済
過
程
に
対
す
る
国
家
の
介

入
強
化
な
ど
、
明
ら
か
に
一
九
九
○
年
代
の
メ
ネ

ム
政
権
期
と
は
性
格
が
異
な
る
政
策
が
実
施
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
政
治
的
言
説
と
実
際
に
行
わ

れ
る
政
策
は
一
致
し
な
い
場
合
も
多
々
あ
り
、
ま

た
反
ネ
オ
・
リ
ベ
ラ
ル
的
な
政
策
に
関
し
て
も
、

そ
の
広
が
り
が
ど
の
程
度
で
あ
る
の
か
が
問
題
と

な
る
。
本
稿
で
は
、
キ
ル
チ
ネ
ル
政
権
が
実
際
に

行
っ
た
経
済
・
社
会
政
策
を
概
観
し
、
そ
れ
を
メ

ネ
ム
政
権
の
行
っ
た
政
策
と
対
比
さ
せ
る
こ
と
に

よ
り
、
キ
ル
チ
ネ
ル
政
権
の
実
際
に
行
っ
た
政
策

が
い
か
な
る
性
格
で
あ
る
の
か
を
検
討
す
る
。

●
二
○
○
三
年
大
統
領
選
挙

キ
ル
チ
ネ
ル
政
権
の
性
格
を
検
討
す
る
に
は
、

同
政
権
が
ど
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
た
の
か
か
ら

検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
で
は
二

○
○
一
年
末
に
経
済
危
機
が
深
刻
化
し
、
デ
・
ラ

・
ル
ー
ア
連
合
政
権
が
崩
壊
し
た
。
そ
の
翌
年
の

一
月
一
日
に
ペ
ロ
ン
党
の
上
院
議
員
エ
ド
ゥ
ア
ル

ド
・
ド
ゥ
ア
ル
デ
を
上
下
両
院
総
会
で
大
統
領
に

選
出
し
た
。
し
か
し
、
ド
ゥ
ア
ル
デ
政
権
は
、
あ

く
ま
で
も
デ
・
ラ
・
ル
ー
ア
大
統
領
辞
任
に
伴
う

緊
急
事
態
を
前
に
国
民
の
直
接
選
挙
を
経
ず
し
て

選
出
さ
れ
る
と
い
う
、
暫
定
政
権
と
し
て
の
性
格

を
持
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
ド
ゥ
ア
ル
デ
大
統

領
は
自
ら
の
任
期
を
一
年
と
定
め
、
翌
二
○
○
三

年
四
月
に
大
統
領
選
挙
が
実
施
さ
れ
た
。
二
○
○

三
年
四
月
の
大
統
領
選
挙
に
は
、
与
党
ペ
ロ
ン
党

か
ら
カ
ル
ロ
ス
・
メ
ネ
ム
元
大
統
領
、
ロ
ド
リ
ゲ

ス
・
サ
ア
前
暫
定
大
統
領
で
前
サ
ン
・
ル
イ
ス
州

知
事
、
サ
ン
タ
・
ク
ル
ス
州
知
事
の
ネ
ス
ト
ル
・

キ
ル
チ
ネ
ル
が
立
候
補
し
た
。
そ
の
他
の
有
力
候

補
と
し
て
は
、
中
道
右
派
の
ロ
ペ
ス
・
ム
ル
フ
ィ
、

左
派
の
エ
リ
サ
・
カ
リ
ロ
、
伝
統
政
党
で
あ
る
急

進
党
か
ら
は
レ
オ
ポ
ル
ド
・
モ
レ
ウ
が
出
馬
し
た
。

し
か
し
、
各
種
世
論
調
査
か
ら
メ
ネ
ム
前
大
統
領

と
キ
ル
チ
ネ
ル
・
サ
ン
タ
・
ク
ル
ス
州
知
事
の
争

い
と
み
ら
れ
て
い
た
。

ド
ゥ
ア
ル
デ
大
統
領
は
キ
ル
チ
ネ
ル
候
補
を
支

持
し
て
い
た
が
、
ド
ゥ
ア
ル
デ
大
統
領
と
メ
ネ
ム

元
大
統
領
の
間
に
は
メ
ネ
ム
政
権
期
以
来
の
対
立

が
あ
り
、
こ
の
選
挙
も
ペ
ロ
ン
党
内
の
メ
ネ
ム
派

と
ド
ゥ
ア
ル
デ
派
の
代
理
選
挙
で
あ
っ
た
と
い
う

性
格
を
持
っ
て
い
た
。
他
方
、
選
挙
戦
に
お
い
て

キ
ル
チ
ネ
ル
候
補
は
、
メ
ネ
ム
元
大
統
領
と
ム
ル

フ
ィ
候
補
を
金
融
グ
ル
ー
プ
と
経
済
寡
占
体
の
代

表
と
呼
び
、
自
ら
を
民
族
・
人
民
経
済
の
代
表
で

あ
る
と
し
て
、
メ
ネ
ム
政
権
期
の
ネ
オ
・
リ
ベ
ラ

ル
経
済
政
策
、
お
よ
び
そ
れ
を
実
行
し
て
き
た
メ

ネ
ム
元
大
統
領
を
激
し
く
批
判
し
て
い
た
（La 

N
ació n

, 22 de abril de 2003

）。
こ
れ
に
対
し
て
、

メ
ネ
ム
元
大
統
領
は
、
同
氏
が
政
権
に
あ
っ
た
一

九
九
○
年
代
に
お
け
る
経
済
安
定
化
の
実
績
を
強

調
し
て
い
た
。

二
○
○
三
年
四
月
二
七
日
に
行
わ
れ
た
第
一
回

目
の
投
票
で
は
、
表
１
の
と
お
り
第
一
位
に
メ
ネ

ム
候
補
が
な
り
、
第
二
位
に
キ
ル
チ
ネ
ル
候
補
が

続
い
て
い
た
。
そ
の
結
果
、
メ
ネ
ム
候
補
と
キ
ル

チ
ネ
ル
候
補
が
五
月
に
行
わ
れ
る
決
選
投
票
に
臨

む
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
各
種
世
論
調
査
で

は
キ
ル
チ
ネ
ル
候
補
の
優
勢
が
伝
え
ら
れ
、
メ
ネ

ム
候
補
は
決
選
投
票
出
馬
を
断
念
し
、
キ
ル
チ
ネ

ル
候
補
が
大
統
領
に
選
出
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

そ
の
背
景
に
は
、
二
○
○
一
年
か
ら
の
経
済
危
機

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
・
キ
ル
チ
ネ
ル
政
権
の
「
反
ネ
オ
・
リ
ベ
ラ
ル
」
経
済
・
社
会
政
策

特集／ラテンアメリカ現代政治を読む｜左派政権？　反米？　反ネオリベラル？

宇
佐
見
耕
一

アジ研ワールド・トレンド No.133（2006．10）─89─アジ研ワールド・トレンド No.133（2006．10）



特集／ラテンアメリカ現代政治を読む｜左派政権？　反米？　反ネオリベラル？

で
失
業
率
や
貧
困
層
の
比
率
が
大
幅
に
上
昇
し
、

メ
ネ
ム
候
補
の
行
っ
た
ネ
オ
・
リ
ベ
ラ
ル
経
済
政

策
や
金
融
政
策
へ
の
国
民
の
根
強
い
反
発
が
あ
っ

た
。
キ
ル
チ
ネ
ル
候
補
は
、
そ
の
批
判
に
乗
る
形

で
大
統
領
に
選
出
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

こ
の
選
挙
結
果
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
一
方
で

は
ペ
ロ
ン
党
は
三
派
に
分
裂
し
、
他
方
伝
統
政
党

で
あ
る
急
進
党
候
補
の
得
票
率
が
二
・
三
％
台
に

留
ま
る
な
ど
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
ア
ル
ゼ
ン

チ
ン
の
政
党
政
治
を
形
作
っ
て
き
た
ペ
ロ
ン
党
と

急
進
党
と
い
う
二
大
政
党
制
は
崩
壊
し
た
と
い
え

る
。

●
経
済
過
程
に
対
す
る
国
家
の
介
入
拡

大一
九
九
○
年
代
の
メ
ネ
ム
政
権
の
経
済
政
策
の

原
則
は
、
経
済
に
お
け
る
国
家
の
直
接
的
関
与
を

極
力
縮
小
さ
せ
、
国
家
は
市
場
経
済
の
監
督
を
行

う
立
場
に
留
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ

れ
に
対
し
て
キ
ル
チ
ネ
ル
政
権
は
、
必
要
な
場
合

に
国
家
は
経
済
過
程
に
対
し
て
直
接
的
関
与
を
強

め
て
い
っ
た
。
ま
た
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
が

必
要
な
場
合
と
は
ど
の
よ
う
な
場
合
な
の
か
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
キ
ル
チ
ネ
ル
政
権
が
実

際
に
行
っ
た
政
策
か
ら
こ
の
問
題
を
考
え
て
み
る

こ
と
に
す
る
。

ま
ず
、
キ
ル
チ
ネ
ル
政
権
発
足
後
に
直
面
し
た

事
態
に
公
共
料
金
の
引
き
上
げ
問
題
が
あ
っ
た
。

二
○
○
一
年
央
か
ら
の
経
済
危
機
に
よ
り
、
二
○

○
二
年
一
月
に
は
一
ド
ル
を
一
ペ
ソ
に
固
定
し
て

い
た
為
替
相
場
が
自
由
化
さ
れ
、
ペ
ソ
が
大
幅
に

減
価
さ
れ
て
い
た
。
メ
ネ
ム
政
権
期
に
民
営
化
さ

れ
た
多
く
の
企
業
は
、
公
共
料
金
に
関
し
て
一
ド

ル
一
ペ
ソ
を
基
準
と
し
、
米
国
の
イ
ン
フ
レ
に
合

わ
せ
て
そ
れ
を
設
定
す
る
と
い
う
契
約
を
し
て
い

た
。
そ
の
た
め
ほ
と
ん
ど
の
民
営
化
さ
れ
た
企
業

は
、
そ
の
事
業
の
料
金
引
き
上
げ
を
政
府
に
求
め

て
い
た
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
が
民
営
化
企
業

の
ほ
と
ん
ど
が
交
通
、
郵
便
・
通
信
、
電
力
・
エ

ネ
ル
ギ
ー
、
上
下
水
道
な
ど
の
公
共
事
業
で
あ
り
、

そ
の
引
き
上
げ
は
直
接
国
民
の
家
計
を
圧
迫
す
る

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
キ
ル
チ
ネ
ル

政
権
は
、
民
営
化
さ
れ
た
企
業
の
料
金
引
き
上
げ

を
認
め
ず
、
統
制
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
に

対
し
て
多
く
の
民
営
化
企
業
は
反
発
し
、
ブ
エ
ノ

ス
ア
イ
レ
ス
大
都
市
圏
の
上
下
水
道
を
運
営
す
る

フ
ラ
ン
ス
系
企
業
は
、
二
○
○
六
年
に
な
る
と
撤

退
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

物
価
に
対
す
る
国
家
の
直
接
的
関
与
は
公
共
料

金
に
留
ま
ら
ず
、
一
般
の
商
品
に
も
拡
大
し
た
。

キ
ル
チ
ネ
ル
政
権
は
、
物
価
を
統
制
す
る
一
つ
の

手
段
と
し
て
企
業
と
の
協
定
に
よ
り
こ
れ
を
抑
え

よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
特
色
を
み
る
こ
と
が
で
き

る
。
二
○
○
五
年
一
二
月
に
は
主
要
製
薬
会
社
と

二
一
六
品
目
の
製
品
に
関
し
て
一
○
％
の
価
格
引

き
下
げ
で
合
意
し
て
い
る
。
ま
た
、
二
○
○
六
年

一
月
に
は
大
手
乳
製
品
会
社
と
、
乳
製
品
価
格
凍

結
の
協
定
を
結
び
、
同
年
二
月
に
は
大
手
ス
ー
パ

ー
八
社
と
二
○
○
製
品
に
関
し
て
価
格
を
引
き
下

げ
る
協
定
を
結
ん
で
い
る
。

さ
ら
に
キ
ル
チ
ネ
ル
政
権
は
、
政
府
の
要
請
に

従
わ
な
い
業
界
に
対
し
て
よ
り
強
い
直
接
的
介
入

を
行
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
最
も
象
徴
し
て
い
る
の

が
食
肉
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
政
府
は
、
二
○
○
五
年

三
月
に
食
肉
（
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
場
合
牛
肉
を
意

味
す
る
）
と
鶏
肉
価
格
を
三
カ
月
の
間
一
○
％
引

き
下
げ
る
と
い
う
協
定
を
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
冷
凍
食

肉
協
会
等
の
関
係
諸
団
体
と
締
結
し
た
。
し
か
し
、

協
定
終
了
後
は
食
肉
価
格
の
上
昇
が
続
き
、
二
○

○
六
年
一
月
末
か
ら
政
府
は
食
肉
輸
出
を
停
止
す

る
措
置
を
と
っ
た
。
食
肉
は
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の

主
要
輸
出
品
の
一
つ
で
あ
り
、
業
界
は
こ
う
し
た

措
置
に
強
く
反
発
し
、
操
業
の
一
部
停
止
や
従
業

員
を
解
雇
す
る
事
態
に
ま
で
発
展
し
た
。
そ
の
後
、

候補者名 総得票に対する比率（％）

カルロス・メネム（ペロン党） 24.45％

ネストル・キルチネル（ペロン党） 22.24％

ロペス・ムルフィ（RECREAR） 16.37％

ロドリゲス・サア（ペロン党） 14.11％

エリサ・カリオ（ARI） 14.05％

レオポルド・モレウ（急進党） 2.34％

表 1　2003 年大統領選挙結果（第 1回投票）

（出所）内務省資料（http://www.mininterior.gov.ar/）。2006 年 7月 28 日閲覧。
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同
年
五
月
に
は
食
肉
輸
出
を
解
禁
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
キ
ル
チ
ネ
ル
政
権
の

経
済
過
程
に
対
す
る
介
入
は
、
市
場
の
働
き
が
外

部
要
因
に
よ
り
阻
害
さ
れ
て
い
る
場
合
に
、
そ
の

要
因
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
物

価
抑
制
な
ど
を
通
し
て
国
民
生
活
を
保
護
す
る
と

い
う
観
点
が
強
く
打
ち
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
注

目
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
手
段
は
金
融
や
財
政
政

策
で
は
な
く
、
企
業
と
の
価
格
協
定
や
特
定
品
目

の
輸
出
停
止
な
ど
、
非
正
統
的
手
段
が
用
い
ら
れ

て
い
る
点
が
特
色
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
と
は
い

え
、
こ
の
よ
う
な
政
策
が
全
て
の
品
目
に
は
及
ん

で
は
お
ら
ず
、
そ
の
適
用
範
囲
が
限
定
的
で
あ
る

点
に
も
留
意
が
必
要
で
あ
る
。

●
対
外
的
自
立
拡
大

キ
ル
チ
ネ
ル
政
権
の
発
足
時
点
で
抱
え
て
い
た

最
大
の
問
題
が
、
二
○
○
二
年
初
め
に
発
生
し
た

対
外
債
務
問
題
で
あ
ろ
う
。
同
年
初
め
に
ア
ル
ゼ

ン
チ
ン
政
府
は
正
式
に
対
外
債
務
の
不
履
行
を
宣

言
し
、
そ
れ
以
降
こ
の
問
題
の
解
決
が
模
索
さ
れ

て
い
た
。
一
九
八
○
年
代
に
発
生
し
一
九
九
○
年

代
の
メ
ネ
ム
政
権
期
に
行
わ
れ
た
対
外
債
務
の
処

理
は
、
米
国
財
務
相
の
ブ
レ
デ
ィ
提
案
を
も
と
に

国
際
金
融
機
関
お
よ
び
民
間
金
融
機
関
と
協
調
し

て
そ
れ
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
特
色
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、
一
九
八
○
年
代
の
債
務
危
機
の
場
合
、
債

権
者
は
外
国
民
間
銀
行
が
主
な
も
の
で
あ
っ
た
の

に
対
し
、
二
○
○
一
年
経
済
危
機
で
発
生
し
た
債

務
問
題
は
、
外
貨
建
て
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
国
債
が
問

題
と
な
っ
て
お
り
、
債
権
者
の
数
は
前
回
の
危
機

と
は
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
ほ
ど
多
か
っ
た
点
に

留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
と
は
い
え
、
二
○
○
五

年
に
キ
ル
チ
ネ
ル
政
権
が
行
っ
た
対
外
債
務
の
処

理
は
、
メ
ネ
ム
政
権
期
の
そ
れ
と
比
べ
る
と
ア
ル

ゼ
ン
チ
ン
政
府
の
主
張
を
前
面
に
出
し
、
そ
れ
に

従
わ
な
い
債
権
者
に
は
対
応
し
な
い
と
い
う
強
硬

な
も
の
で
あ
っ
た
。

キ
ル
チ
ネ
ル
政
権
は
二
○
○
三
年
九
月
の
Ｉ
Ｍ

Ｆ
ド
バ
イ
総
会
に
、
当
時
の
デ
フ
ォ
ル
ト
中
の
国

債
価
格
の
七
五
％
を
削
減
す
る
案
を
発
表
し
、
翌

二
○
○
四
年
六
月
に
米
国
証
券
取
引
委
員
会
に
債

務
削
減
計
画
を
提
出
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
債

権
者
の
応
募
が
七
○
％
超
の
場
合
①
低
利
か
つ
長

期
の
元
本
維
持
債
が
一
五
○
億
ド
ル
、
②
利
率
の

高
い
元
本
削
減
債
一
九
八
・
七
億
ド
ル
、
③
ペ
ソ

建
て
で
購
買
力
を
維
持
す
る
ペ
ソ
建
債
八
三
・
三

億
ド
ル
を
発
行
し
、
デ
フ
ォ
ル
ト
状
態
に
あ
る
債

務
を
置
換
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
当
時

の
債
務
総
額
は
一
○
二
六
億
ド
ル
で
あ
っ
た
か
ら
、

こ
の
案
に
従
う
と
債
務
削
減
額
は
極
め
て
大
き
な

比
率
に
な
る
。
結
局
こ
の
案
に
近
い
も
の
が
ア
ル

ゼ
ン
チ
ン
政
府
の
最
終
案
と
な
っ
た
が
、
各
国
の

債
権
者
か
ら
の
反
発
が
大
き
く
、
応
募
開
始
は
二

○
○
五
年
六
月
に
ま
で
ず
れ
込
ん
で
し
ま
っ
た
。

ま
た
、
キ
ル
チ
ネ
ル
政
権
は
、
今
回
の
債
務
交
換

に
応
じ
な
か
っ
た
債
権
者
と
は
こ
れ
以
降
交
渉
し

な
い
と
い
う
強
硬
な
態
度
を
示
し
た
。

対
外
経
済
関
係
で
キ
ル
チ
ネ
ル
政
権
の
特
徴
を

表
し
て
い
る
と
お
も
わ
れ
る
事
項
に
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
か

ら
の
借
入
金
の
全
額
返
済
が
あ
る
。
同
政
権
は
、

二
○
○
五
年
末
に
Ｉ
Ｍ
Ｆ
か
ら
約
九
八
億
ド
ル
に

達
す
る
借
入
金
を
返
済
す
る
旨
を
発
表
し
た
。
キ

ル
チ
ネ
ル
大
統
領
は
そ
の
発
表
に
際
し
て
、「（
Ｉ

Ｍ
Ｆ
か
ら
の
借
入
金
を
返
却
す
る
こ
と
に
よ
り
）

国
家
の
決
定
に
対
す
る
自
由
度
が
拡
大
す
る
」

（La N
ación

, 16 de diciem
bre de 2005

）
と
述
べ
、

そ
の
行
為
が
国
際
金
融
機
関
か
ら
の
国
家
へ
の
干

渉
を
回
避
す
る
目
的
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
明
確

に
し
て
い
る
。
ま
た
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
か
ら
の
債
務
の
返

済
に
関
し
て
キ
ル
チ
ネ
ル
政
権
は
、
ベ
ネ
ズ
エ
ラ

の
チ
ャ
ベ
ス
政
権
に
資
金
協
力
を
要
請
し
て
い
る
。

実
際
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
は
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
国
債
を
購

入
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
債
務
再
編
に
関
す
る
強
硬
な
姿
勢
や

Ｉ
Ｍ
Ｆ
か
ら
の
借
入
金
全
額
返
済
な
ど
の
キ
ル
チ

ネ
ル
政
権
の
国
際
金
融
界
に
対
す
る
態
度
は
、
そ

れ
と
協
調
的
で
あ
っ
た
メ
ネ
ム
政
権
と
は
対
照
的

で
あ
り
、
そ
れ
か
ら
の
自
立
を
模
索
し
て
い
る
姿

を
示
し
て
い
る
。

●
労
働
市
場
規
制
緩
和

メルコスル・サミットに出席したアルゼンチン
のキルチネル大統領（写真提供：AP/WWP）
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メ
ネ
ム
政
権
期
の
労
働
政
策
と
し
て
は
、
雇
用

関
係
の
柔
軟
化
を
中
心
と
す
る
規
制
緩
和
が
主
な

流
れ
で
あ
っ
た
。
労
働
市
場
の
規
制
緩
和
政
策
は
、

デ
・
ラ
・
ル
ー
ア
政
権
で
も
行
わ
れ
、
労
働
契
約

法
の
改
正
が
行
わ
れ
た
。
こ
う
し
た
労
働
市
場
の

規
制
緩
和
は
、
企
業
家
に
雇
用
に
際
し
て
の
社
会

保
障
負
担
や
リ
ス
ク
を
軽
減
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り

新
規
雇
用
創
出
を
促
し
、
高
率
の
失
業
率
を
低
下

さ
せ
る
こ
と
を
一
つ
の
目
的
と
し
て
い
た
。
も
ち

ろ
ん
、
労
働
市
場
の
規
制
緩
和
は
、
経
済
自
由
化

に
直
面
し
た
産
業
界
か
ら
の
労
働
コ
ス
ト
削
減
を

目
的
と
し
た
強
い
要
求
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、

労
働
法
の
規
制
緩
和
措
置
が
採
ら
れ
た
後
、
確
か

に
柔
軟
な
雇
用
は
拡
大
し
た
が
、
失
業
率
は
全
体

的
に
高
水
準
に
あ
っ
た
（
図
１
参
照
）。そ
の
た
め
、

労
働
市
場
の
規
制
緩
和
は
、
雇
用
の
不
安
定
化
を

増
す
も
の
で
あ
る
と
か
、
フ
ォ
ー
マ
ル
セ
ク
タ
ー

の
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
化
を
促
す
も
の
で
あ
る
と
の

批
判
が
根
強
く
存
在
し
て
い
た
。

こ
れ
に
対
し
て
キ
ル
チ
ネ
ル
政
権
で
は
、
メ
ネ

ム
政
権
や
デ
・
ラ
・
ル
ー
ア
政
権
が
緩
和
し
た
規

制
を
再
び
強
化
す
る
方
向
で
法
律
の
改
正
が
進
め

ら
れ
て
い
る
。
二
○
○
四
年
三
月
に

行
わ
れ
た
労
働
法
改
正
の
主
要
な
点

は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
試
用
期
間

は
最
大
三
カ
月
に
短
縮
、
解
雇
補
償

の
最
小
三
カ
月
分
賃
金
の
復
活
、
旧

協
約
が
失
効
し
た
場
合
新
協
約
が
締

結
さ
れ
る
ま
で
旧
協
約
が
有
効
と
の

規
定
復
活
等
で
あ
る
。
ま
た
、
二
○

○
六
年
に
は
さ
ら
な
る
労
働
法
の
改

正
が
議
会
で
進
め
ら
れ
て
い
る
。
そ

の
内
容
は
、
労
働
条
件
の
変
更
に
際

し
て
労
働
者
が
不
満
の
場
合
、
そ
れ

ま
で
は
退
職
し
解
雇
補
償
金
を
受
け

取
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、

改
正
案
で
は
解
雇
補
償
金
の
受
け
取

り
か
訴
訟
に
よ
り
原
状
回
復
を
求
め

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
労
働
法
の
改
正
に

関
し
て
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
工
業
連
盟

を
は
じ
め
と
す
る
産
業
界
は
、
強
く

反
発
し
て
い
る
。

●
お
わ
り
に

キ
ル
チ
ネ
ル
政
権
の
経
済
・
社
会
政
策
を
メ
ネ

ム
政
権
の
そ
れ
と
対
比
し
て
み
る
と
、
市
場
重
視

対
経
済
過
程
へ
の
国
家
介
入
の
強
化
、
国
際
金
融

機
関
と
の
協
調
対
そ
れ
か
ら
の
自
立
、
労
働
市
場

規
制
緩
和
対
規
制
強
化
と
い
っ
た
特
色
が
明
ら
か

と
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
メ
ネ
ム
政
権
時
代
に
お
け

る
ネ
オ
・
リ
ベ
ラ
ル
政
策
か
ら
の
乖
離
と
み
る
こ

と
が
で
き
、
キ
ル
チ
ネ
ル
大
統
領
が
選
挙
戦
で
行

っ
た
反
ネ
オ
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
言
説
と
一
致
し

て
い
る
。
キ
ル
チ
ネ
ル
政
権
が
こ
う
し
た
傾
向
の

政
策
を
採
る
の
は
、
キ
ル
チ
ネ
ル
自
身
が
左
派
的

志
向
を
持
っ
て
い
た
の
に
加
え
て
、
同
政
権
が
メ

ネ
ム
政
権
の
新
ネ
オ
・
リ
ベ
ラ
ル
政
策
を
批
判
し

て
成
立
し
、
し
か
も
成
立
時
に
は
二
○
○
一
〜
○

二
年
の
経
済
危
機
の
影
響
を
色
濃
く
背
負
っ
て
い

た
た
め
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
。
と
は
い
え
、
ア
ル

ゼ
ン
チ
ン
の
マ
ク
ロ
経
済
は
イ
ン
フ
レ
の
懸
念
が

若
干
出
て
い
る
も
の
の
、
現
在
の
と
こ
ろ
好
調
で

あ
り
、
財
政
も
健
全
で
あ
る
。
キ
ル
チ
ネ
ル
政
権

の
経
済
・
社
会
政
策
に
は
反
ネ
オ
・
リ
ベ
ラ
ル
政

策
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
範
囲
は
未
だ
限

定
的
で
あ
る
。
キ
ル
チ
ネ
ル
政
権
の
経
済
・
社
会

政
策
が
今
後
マ
ク
ロ
経
済
に
い
か
な
る
影
響
を
及

ぼ
す
か
を
見
極
め
る
の
が
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ

ろ
う
。
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図 1　アルゼンチンの失業率（大都市平均）

（出所）CEPAL, Balance preliminar de Améica Latina y el Caribe 2005. Santiago de Chile, CEPAL, 
http://www.eclac.cl/.
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